
 

第１号議案 

 

令和元年広島県議会９月定例会に提案される 

教育委員会関係の議案に対する意見について 

 

 令和元年広島県議会９月定例会に教育委員会関係の議案を提案することにつ

いて，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和 31年法律第 162号）第

29 条の規定によって知事から意見を求められたので，同意する旨回答すること

について提案します。 

 

 

  令和元年９月 13日 

 

広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵  

 

 

１ 提案される議案 

(1) 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等 

を図るための関係条例の整備に関する条例案 ················ P ５～ 16 

(2) 広島県高等学校等奨学金貸付条例の一部を改正する 

条例案 ·················································· P 17～ 22 

(3) 令和元年度教育委員会関係補正予算案 ···················· P 23～ 27 

 

 

２ 根拠規定 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 29条 

   （教育委員会の意見聴取）  

  第 29条 地方公共団体の長は，歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係

る部分その他特に教育に関する事務について定める議会の議決を経るべ

き事件の議案を作成する場合においては，教育委員会の意見をきかなけ

ればならない。 
























































